
４ 農村環境保全のための基本方針 

   -73-

 

４．農村環境保全のための基本方針                   

 

本章では２現況調査、３地域の将来像について（農村振興計画の概要）を踏まえ、地区

の農村環境保全の目標並びに方針を定めます。 
 農村の環境保全の観点から、地域の現状と課題を整理するとともに、農村振興基本計画

のテーマを踏まえた環境保全の基本方針を次のとおり定めます。 
４－１ 農村環境保全に係る地区の課題                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4-1 農村環境保全の重点課題 

畜産廃棄物による
周辺環境の悪化

○畜産廃棄物による環境悪化
　農家にとって、安全・安心な農産物を生産するため、農地の土作りは大事で
すが、地区の西部では、畜産廃棄物を農地に散布することによって、悪臭に
関する苦情が増加傾向にあります。畜産の施設周辺では、水質の汚濁がみら
れるほか、ハエなどの増加による環境悪化が問題となっています。

○地下水位の低下と水質汚濁の進行
　水の都として知られる西条市では、生活用水の45％を地下水に依存してい
ます。しかし、近年の水事情の多様化や、自然環境の変化により、地下水位
が低下し、地域によっては、枯れる泉がみられるなど、安定した水量供給の
確保に苦慮しています。また中山川下流や旧東予市の沿岸部の海域では、生
活排水や事業所からの排水により、水質が悪化しています。

○開発に伴う優良農地の減少
　平成16年度の「線引き廃止」により、本地区でも農地転用による宅地など
の開発が進行し、これにより住環境は恵まれたものになりましたが、同時に優
良農地が減少し、非農家が急増、混住化を助長させています。

○耕作放棄地の拡大と農村の原風景の悪化
　農産物の価格低迷、後継者不足、農業従事者の高齢化に伴い拡大する耕作放
棄地は深刻な問題です。耕作放棄地や山林の荒廃は、景観悪化とともにイノ
シシなどの生息環境の移動の原因となり、里山周辺地域では鳥獣被害が増加
しています。

○農村環境の保全・維持が困難
　混住化や価値観の多様化、就業形態の多様化により、集落内のコミュニケー
ションの減少から、集落機能の低下が深刻となっています。一方、山間部で
は、過疎化、高齢化によって、農村が担う多面的機能が充分に機能しない地
域が出てきており、歴史文化の継承も困難になっています。
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○歴史的農業用施設の老朽化
　越智喜三左衛門の「兼久の大池」や、米屋三郎右衛門が切り抜いた「志川
掘抜隧道」、面河から道前道後平野までの送水を可能にした「虹の用水」な
ど、本地区の西部を中心に、歴史的農業施設が点在しています。これらの水
利施設は現在も地域用水として活用されていますが、老朽化から補修・更新
を余儀なくされている施設もあります。農家の減少に伴い、これら施設の維
持管理が困難になりつつあります。

限りある水資源の
永続的な確保

後継者・担い手の不足

農業用施設の
維持管理低下

ごみの増大
環境美化意識の低下

農林水産業の衰退

耕作放棄地の拡大

混住化・無秩序な開発

○生産者と消費者との信頼関係の希薄化
　都市周辺部は、生産者と消費者が隣接した形態ですが、コミュニティ不足な
どにより、生産者と消費者の相互理解、合意形成が得られず、十分な環境整備
ができないなど、地域によって意識の格差がみられます。

農村振興基本計画
における重点課題

○ごみ・産業廃棄物の増加及び不法投棄への対応
　本地区のごみの全体量は増加傾向で、1日1人当たりの排出量は全国平均を
上回っています。
　山間部などでは、ごみ・産業廃棄物の不法投棄が目立つようになっていま
す。

水源涵養機能の低下

集落機能の低下

過疎化

農家所得の低下

○森林や里山の荒廃による水源涵養機能の低下
　生活様式や社会環境の変化から、森林や二次的な自然が形成されている水
田・畑・雑木林を有する里山など、管理の粗放化から多面的な機能のひとつで
ある水源涵養の機能の低下がみられます。

○水と緑を介した生態系ネットワークの寸断
　地区の西部や東部には、多くのため池があり、地域に、豊かな恵みをもたら
しています。ため池から水田へつながる用水路のネットワークは、生態系の
生息域としても貴重ですが、農地の宅地化、混住化の進行とともに、その生
育・生息環境が悪化しています。

少子高齢化時代の到来

災害の多発

工業の低成長

旧市街地の空洞化

農村振興基本計画
における重点課題

農村振興基本計画
における重点課題

農村環境保全の重点課題
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４－２ 農村環境保全の基本方針                      

 

 恵まれた気候、水、土地条件のもと、農業の振興を図り、「食」の郷を目指す努力は、

これによって形成される豊かな自然環境、生活環境、すなわち「快適環境」の創造に向け

た努力です。 

この「快適環境」をいつまでも継承していくためには、これにかかわる「ひと」「もの」、

そしてそこに生息する「生き物」がめぐり、持続していくという観点で、取り組むことが

重要です。 

 「ひと」、「もの」、「生き物」の循環がみられるこの「食と水の郷」では、深く豊かな感

性が育まれ、協働の意識が行き渡り、環境への負荷の少ない循環型社会の形成につながる

ものと考えます。 
 
 環境保全を実施していくため、次のように目標を定め、 
 
 
 
 
 
 
次の３つの観点から、取り組みの方針を定めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②　「もの」が循るために

　地区内の多様な農産物、資源、文化の恩恵を地区内で享受できる社会を目指します。

　「地産地消」「バイオマスエネルギー利活用」「農村の歴史・文化の伝承」など、地域での

活動の活性化を図ります。地区全体での支援体制を構築すると同時にその効果を地区全体に広

げる活動を促進します。

めぐ

③　「生き物」が循るために

　自然環境を保全し、農業による二次的環境を再生することによって、生物の多様性を確保す
ることは、循環型社会形成に向けた重要な対策です。
　また、このような「生き物が循る」環境を構築する努力は、感性が豊かな人材を育成し、住
民の環境保全意識を啓発することにつながります。
　本地区では、特に、重点課題である農業の再生を基軸としてこの対策を推進します。

めぐ

『ひと』・『もの』・『生き物』が循る　食と水の郷　西条
～  快 適 環 境 の 継 承 の た め に  ～

めぐ

①　「ひと」が循るために

　農村と都市、集落の中で人との交流・つながりを強め、協働・連携による情勢に対応できる
社会を目指します。
　このような、「ひと」が育成される環境、「ひと」が交流できる環境、「ひと」が協働する
対策を支援します。

めぐ
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 目標に基づき、課題を踏まえた具体的な取組みにかかる重点項目を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 農業活動による二次的自然の再生

　農業は、「食」を支えるだけでなく、その活動によって、国土保全、水源涵養、
自然環境保全、文化創出など、現代社会が抱える（地区が抱える）さまざまな課題
の解決に貢献しています。
　特に、農業活動によって生じる、生態系ネットワークなどの自然環境は、農業の
衰退に伴い今日、危機的状況にあり、緊急の対策を要しています。

② 魅力ある水辺空間の創造（農業水利施設利活用の推進）

　良質かつ水量豊かな水の供給源となる水源地域を保全しつつ、水を活かした潤い
のある環境の形成を推進します。農村地域に広範に存在する泉や、水路、ため池等
の農業水利施設の保全管理または整備と一体的に、これらの施設の有する水辺空間
等を活用して、親水・景観保全施設、利用保全施設等を整備するとともに、豊かで
潤いある快適な生活環境と、都市にも開かれた水辺空間を創造し、地域の活性化を
図ります。また、名水百選・水の里百選に指定された「水」のまちとして全国的な
情報発信を拡充し、水を交流の基盤として位置付けます。

③ 市街地周辺の環境保全

　自然環境と調和した、ゆとりある田園居住空間としての活用に配慮した土地利用
を図ることにより、農家・非農家の交流を促進し、活力と持続性のある地域コミュ
ニティを再生します。都市化の進展等に伴い、水路網の寸断、水質の悪化等の問題
が生じている地域において、健全な水循環を確保するため、既存の用排水路の連続
性を再生、河川や下水道との連携を図るとともに、生態系に配慮した、身近な水域
の流況改善・水質保全を図ります。また、適切な土地利用計画のもと、優良農地の
確保を図るとともに、良好な緑地環境の創出を図ります。

④ 里地・里山環境の保全

　里地・里山地域などでは生活・生産様式の大きな変化に伴い自然に対する人為的
な働きかけが縮小することによって、二次林や二次草原などの質が変化し、農村の
原風景の悪化や特有の生物相が消失するなどの問題が生じています。
　過疎化が進行しているなか、こうした危機に対して、対象地域の自然的・社会的
特性に応じて人為的な管理や利用を行い、NPOや都市住民の参画など、新たな仕組
みを構築、持続的に環境保全に取り組みます。
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⑤ 環境教育の推進

　持続可能な社会を構築していくためには、地域住民の自発的な環境保全活動が不
可欠です。
　このため、その基盤となる環境教育の推進、資源リサイクル化への理解を深め、
環境美化活動への参画など、総合的な環境の保全に向けた意欲を高めていくととも
に、消費者の意識向上から地産地消の推進につながる食農教育の推進・啓発に地域
一体となり取り組んでいきます。

⑥ バイオマス資源の有効利用

　生ごみ・下水汚泥・家畜糞尿など、地域で発生する資源（バイオマス）の有効利
用は、社会全体の環境負荷を下げ、地域の発展につながる大きな可能性を秘めてい
ます。
　地域に広く存在するバイオマスの生産、収集、変換、利用の各段階を有機的につ
なげ、経済性があり、かつ、地域の実情に即した循環システムの構築を目指しま
す

⑦ 歴史・文化が伝える特色ある農村集落の創造

　地域・集落には、後世に伝えたい歴史的・文化的な地域資源が多数あります。残
存するこれら資源の保存や、集落における伝統行事などの文化活動の継承を支援
し、地域性豊かな農村文化の活性化を図ります。過疎化・高齢化・都市化・混住化
等により地域共同活動への参加人数の減少など農村集落での集落機能の脆弱化が懸
念されているなか、集落機能の再生・強化を図り、特色ある農村集落を創造しま
す。
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④ 里地・里山環境の保全

② 魅力ある水辺空間の創造（農業水利施設利活用の推進）

⑦ 歴史・文化が伝える特色ある農村集落の創造

① 農業活動による二次的自然の再生

③ 市街地周辺の環境保全

　自然環境を保全し、農業による二次的環境を再生することによって、生物の多様性を確保
することは、循環型社会形成に向けた重要な対策です。
　また、このような「生き物が循る」環境を構築する努力は、感性が豊かな人材を育成し、
住民の環境保全意識を啓発することにつながります。
　本地区では、特に、重点課題である農業の再生を基軸としてこの対策を推進します。

「生き物」が循るために
（生物多様性の保全・緑の保全・農業の再生）

　農村と都市、集落の中での人との交流・つながりを強め、協働・連携により情勢の変化に
順応した対策が講じられ、これが引き継がれる社会を目指します。
　このような、「ひと」が育成される環境、地区内で「ひと」が交流できる環境、「ひと」
が協働する対策の支援を促進します。

「ひと」が循るために
（人材育成・コミュニティ強化・交流・連携）

　地区内の多様な農産物、資源、文化の恩恵を地区内で享受できる社会を目指します。
　「地産地消」「バイオマスエネルギー利活用」「農村の歴史・文化の伝承」など、地域で
の活動の活性化を図ります。地区全体での支援体制を構築すると同時にその効果を地区全体
に広げる活動を促進します。

「もの」が循るために
（地産地消・バイオマスエネルギー利活用）

環境保全の基本的な考え方

『ひと』・『もの』・『生き物』が循る　食と水の郷　西条
～快適環境の継承のために～

めぐ さと
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